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b. 埋蔵文化財に関する試掘協議結果 

対象事業の施工計画を基に本事業によって，土地を改変する鉄塔工事用地，架線工事用地，仮

設道路･モノレール用地について，各市町村の教育委員会文化財保護担当と箇所別に事前協議を行

った。 
各市町村の教育委員会文化財保護担当との協議結果を表 5.7.2-2 に示す。 

 

表 5.7.2-2 各市町村教育委員会との協議結果 (凡例 〇：試掘調査箇所 －：試掘調査無し) 

市町村 

区分 

鉄塔 

番号 

文化財 

名称 

鉄塔 

工事 

用地 

架線工事用地 

仮設道路・ 

モノレール 協議，試掘調査結果 架線 

防護 

足場 

ﾄﾞﾗﾑ・ 

ｴﾝｼﾞﾝ場 

松本市 143 一里塚遺跡 〇 － 〇 〇 
・試掘調査の実施 

 H28/11 試掘調査予定 

山形村 189 小坂城址 〇 － － 〇 

・試掘調査の実施 

 H28/7 試掘調実施し，

発掘調査無し 

朝日村 － － － － － － ・包蔵地の改変なし 

 
c. 試掘調査結果 

(a) 松本市 

鉄塔№143 の一里塚遺跡の範囲に入る鉄塔工事用地，架線工事用地(ドラム・エンジン場)，

仮設道路の図 5.7.2-2 に示す箇所の試掘調査は平成 28 年 11 月に実施予定のため，試掘調査結

果及びその後の対応結果については環境影響評価書に記載する。 

 
(b) 山形村（山形村教育委員会） 

    <№189 鉄塔工事用地，モノレール> 

    〇試掘調査地 ：山形村 7732，7737-1，7748-1，7747-1 

    〇調査期日  ：平成 28 年 7 月 11，12 日 

    〇試掘範囲  ：約 30 ㎡ 

    〇試掘調査結果 

     埋蔵文化財試掘確認調査報告 

（28 山教第 29 号 平成 28 年 7月 28 日 山形村教育委員会） 

 幅 1m のトレンチを十字型に 2本掘削し，当地における遺跡の状況把握を行った。 

 深さ 5～10 ㎝の落ち葉による腐葉土層を除去するとすぐに地山の黄褐色ローム質土

が現れたため，この深さでの掘削を止めた。 

 この上面にて遺構の確認作業を行ったが，その痕跡を認めることはできなかった。 

 また，遺物は落ち葉に混ざって陶器片 2 点を認めたが近世以降の物であり，当地周辺

にて遺構を確認している中世山城のものではなかった。 

 調査地の周辺では地表面からでも明瞭な山城遺構が認められるものの，この場所は空

白域と考えられていた。 

 この度の試掘調査によりそれを追認できたものと思われ，予定されている鉄塔設置に

よる埋蔵文化財への影響はないと判断される。 

     「添付資料」 

・縄張図と試掘地の位置（図 5.7.2-2） 

・トレンチ配置図（図 5.7.2-3） 

            ・現場写真（写真 5.7.2-1(1)(2)）  
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図 5.7.2-2 縄張図と試掘地の位置
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図 5.7.2-3 トレンチ配置図 
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写真 5.7.2-1(1) 現場写真
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写真 5.7.2-1(2) 現場写真
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5.7.2.2 予測 

(1) 予測項目 

対象事業の実施による埋蔵文化財包蔵地の改変の程度を予測する。 
(2) 予測方法 

対象事業の計画を基に埋蔵文化財包蔵地の有無及び改変の程度を把握することにより行う。 
(3) 予測地域 

予測地域は，鉄塔工事用地，資機材運搬仮設道路用地等，工事一時使用地の土地改変箇所を対象と

する。 
(4) 予測結果 

対象事業の実施に伴う協議対象箇所の鉄塔№143,189 の 2 箇所の内，鉄塔№189 の小坂城址の範囲

に入る鉄塔工事用地，モノレールについては，試掘調査により埋蔵文化財への支障がないことが確認

された。 

鉄塔№143 の一里塚遺跡の範囲に入る鉄塔工事用地，架線工事用地(ドラム・エンジン場)，仮設道

路については，試掘調査を平成 28 年 11 月に行い，発掘調査の要否を確認し，その結果を環境影響評

価書に記載する。なお，工事実施による土地改変範囲が広く，現時点において埋蔵文化財への影響が

否定できないため，環境保全措置の検討を行う。 
 

5.7.2.3 環境保全措置の検討 

(1) 資機材運搬仮設道路の工夫 

対象事業の実施に伴う車両の通行に使用する資機材運搬仮設道路の構造を工夫し，埋蔵文化財への

影響を極力少なくする。 
資機材運搬仮設道路の標準構造を図 5.7.2-4～5 に示す。 

 

松丸太 180*4,000 山砂盛土　30cm

鉄板　22mm  他

3,000～3,500
3,600～4,400

300～450

土木シート

300～450

 
図 5.7.2-4 資機材運搬仮設道路の標準構造 (鋼板タイプ) 

 

松丸太 180*4,000 土木シート

300～450 3,000～3,500 300～450

3,600～4,400

鋼製マット

 
図 5.7.2-5 資機材運搬仮設道路の標準構造 (松丸太，鋼製マットタイプ) 

 

(2) 土地改変箇所の扱い 

対象事業の実施に伴う土地改変箇所については，十分注意しながら施工を行うと共に，松本市，山

形村，朝日村の各教育委員会と連絡を密にして工事を実施する。また，各教育委員会との協議結果に

従うとともに，確認された埋蔵文化財については，記録保存などの措置を行う。 
 

5.7.2.4 事後調査 

松本市の鉄塔№143 の一里塚遺跡の範囲に入る鉄塔工事用地，架線工事用地(ドラム・エンジン

場)，仮設道路の試掘調査を平成 28 年 11 月に行い，発掘調査の要否を確認し，発掘調査が必要と

判断された場合は事後調査を実施する。 
 

 

 

(単位:㎜) 
 

(単位:㎜) 
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5.7.2.5 評価 

①環境への影響緩和の観点 
対象事業の実施に伴い埋蔵文化財について調査及び予測を実施し，その結果を以て埋蔵文化財の

保全措置の検討を行った。環境への影響緩和の観点から資機材運搬用仮設道路の工夫や，土地改変

箇所への注意といった環境保全措置を行うこととしている。 
以上から，対象事業の実施に伴う埋蔵文化財への影響は，事業者の実行可能な範囲で，低減され

るものと判断する。 
 

 

 


